
議案第１９号

向日市公共下水道条例の一部改正について

向日市公共下水道条例の一部を改正する条例を制定する。

よって、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項

第１号の規定により、議会の議決を求める。

令和２年２月２１日提出

向日市長 安 田 守



条例第 号

向日市公共下水道条例の一部を改正する条例

向日市公共下水道条例（昭和５３年条例第２２号）の一部を次の

ように改正する。

第５条に次の２項を加える。

３ 第１項の規定により確認申請を行う者は、次に定める排水設備

確認申請審査等手数料を納付しなければならない。

区分 排水設備確認申請審査等

手数料

便器が３個以下の場合 １申請につき

（便器を設置しない場合を ５，７００円

含む。)

便器が１個増すごとに ４００円

４ 前項に規定する手数料は、還付しない。ただし、管理者が必要

と認めたときは、この限りでない。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和２年７月１日から施行する。

（経過措置）

２ 改正後の向日市公共下水道条例第５条の規定は、この条例の施

行の日以後に受理する申請から適用し、同日前までに受理したも

のについては、なお従前の例による。



〈参 考〉

向日市公共下水道条例の一部を改正する条例

新 旧 対 照 表

改 正 現 行

（排水設備の計画の確認） （排水設備の計画の確認）

第５条 略 第５条 略

２ 略 ２ 略

３ 第１項の規定により確認申請を行う者は、次に定める

排水設備確認申請審査等手数料を納付しなければならな

い。

区分 排水設備確認申請審

査等手数料

便器が３個以下の場合 １申請につき

（便器を設置しない場合を ５，７００円

含む。)

便器が１個増すごとに ４００円

４ 前項に規定する手数料は、還付しない。ただし、管理

者が必要と認めたときは、この限りでない。


